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2月 （如月）FEBRUARY

日 月 火 水 木 金 土

11日・建国記念の日
23日・天皇誕生日　24日・振替休日

◆  2 月 の 税 務 と 労 務

2 2020（令和2年）

簡易な接触　国税当局における税務調査で、調査必要度の高い納税者に対して調査体制
を編成し厳正な調査を行う「実地調査」に対し、申告内容に簡易な誤り等が想定される
納税者へ書面や電話、来署依頼により申告書の自発的な見直しなどを要請する方法。自
発的な見直し等が行われない場合は、実地調査に移行する場合もあります。

国　税／�令和元年分所得税の確定申告
� 2月16日～3月16日
（税務署窓口での申告書受付は2月17日から。
還付申告は申告期間前でも受け付けられます）

国　税／�贈与税の申告� 2月1日～3月16日
� （税務署窓口での申告書受付は2月3日から）
国　税／�1月分源泉所得税の納付� 2月10日
国　税／�12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 3月2日
国　税／�6月決算法人の中間申告� 3月2日
国　税／�3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 3月2日
国　税／�決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付� 3月2日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

� 市町村の条例で定める日
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２月号─2

建築物省エネ法とは

　地球温暖化に対する対策
として、温室効果ガスの排
出量を削減することはとて
も重要なことです。1990
年と2013年のエネルギー
消費量を比較すると、産業
部門や運輸部門は消費量が
減少しているものの、建築
物部門は1990年に比べて
2013年は消費量が30％以
上増加しています。このこ
とから、建築物について省
エネ対策を強化すること
は、地球温暖化対策に必要
不可欠であると考えられ、
平成27年に「建築物のエネ
ルギー消費性能の向上に関
する法律（建築物省エネ
法）」が公布されました。

従来法・規制措置

　平成27年に公布された
建築物省エネ法では、延べ
床面積が2,000㎡以上のオ
フィスビルを「特定建築物」
と定め、特定建築物を新築
や増改築する際には、その
特定建築物をエネルギー消
費性能基準（省エネ基準）
に適合させることが義務付
けられました。省エネ基準
に適合しているかの判断に
ついては、建築基準法に基
づく建築確認手続きと一緒
に行う必要があります。
　特定建築物以外の建築物
であっても、延べ床面積が
300㎡以上のものについて
は、新築や増改築に関する

計画を所管行政庁へ届け出
ることが義務付けられまし
た。所管行政庁は、その計
画が省エネ基準に適合して
いないと判断した場合には、
必要に応じて計画の変更な
どの措置をとるように、建
築主に対して指示や命令を
することができます。
　また、住宅の建築を業と
して行う建築主について
は、その建築主が供給する
建売戸建住宅について、「住
宅トップランナー基準」と
いう省エネ性能の基準を定
め、省エネ性能を向上させ
る「住宅トップランナー制
度」が創設されました。年
間で150戸以上新築する建
築主については、住宅トッ
プランナー基準に適合しな
い場合は、国土交通大臣は
その建築主に対して基準に
適合するように勧告するこ
とができ、勧告に従わない
場合には、そのことを公表
することができます。

従来法・誘導措置

　省エネ基準に適合してい
ることが認定された建築物
の所有者は、その建築物が
省エネ基準に適合している
ことを表示することができ
ます。また、新築や増改築
の計画が、省エネ基準に適
合していると認定された場
合には、省エネ性能向上の
ための設備について通常の
建築物の床面積を超える部
分を容積率の計算では算入

しないという、容積率の特
例が受けられます。省エネ
性能向上のための措置とし
ては、LED照明や断熱窓
サッシ・ガラス、高効率の
給湯設備や空調設備が、国
土交通省のホームページで
は紹介されています。

改正法

　昨年5月に、建築物省エ
ネ法が改正されました。改
正法では、公布から2年以
内に施行するものと、6ヶ
月以内に施行するものが決
められています。
　2年以内に施行するもの
としては、建築確認の際に
省エネ基準へ適合させる必
要がある建築物の対象が、
延べ床面積が300㎡以上の
ものに拡大されました。ま
た、戸建住宅を建築する際
には、設計者から建築主に
対して、省エネ性能に関し
て説明する義務が課せられ
ました。このことによって、
省エネ基準に適合すること
を推進しようというのが狙
いのようです。
　6ヶ月以内に施行するも
のとしては、容積率の特例
について、複数の建築物で
の連携による取り組みが追
加されました。また、住宅
トップランナー制度につい
ては、建売戸建住宅を供給
する事業者に加えて、注文
戸建住宅や賃貸アパートを
供給する事業者も対象に加
えられました。

建築物省エネ法



3─２月号

　第32回オリンピック競
技大会の開催まで半年弱と
なりました。東京での開催
は1964年以来56年振りで
すが、それより前の1940年
に東京でオリンピックを開
催することが予定されてい
ました。

紀元2600年事業として

　関東大震災から7年が経
過した1930年、永田秀次
郎が東京市長に就任しまし
た。永田氏は、日本書紀に
基づく日本建国の年（紀元）
から2600年にあたる1940
年に、紀元2600年事業と
して大規模な慶祝行事を模
索していました。そこで提
案されたのが、1940年に開
催される第12回オリンピ
ックを東京に招致すること
でした。
　1932年に開催されたIOC
総会で日本は、第12回大会
を東京で開催するよう提案
しました。その当時、ロー
マやバルセロナなど、9都
市がすでに開催の意思を表
明しており、東京が選出さ
れる見通しは立っていませ
んでした。しかし、粘り強
い招致運動を進めたことも
あり、1936年のIOC総会で、
第12回大会を東京で開催
することが決定しました。

メインスタジアム

　開・閉会式や陸上競技の
会場となるメインスタジア
ムを含め、競技場の建設場
所については、なかなか決
まりませんでした。紆余曲
折を経て、東京市は駒沢ゴ
ルフ場跡地に一大スポーツ
センターをつくる構想を固
めました。13万坪ある敷

地に、メインスタジアムと
水泳競技場、オリンピック
選手村を建設する計画でし
た。メインスタジアムは、
仮設スタンドを含めて11
万人を、水泳競技場は仮設
スタンドを含めて3万人を
収容できる予定でした。
　しかし、日中戦争の長期
化により、物資の統制が厳
しくなり、多くの鉄材を使
用するスタジアムの建設
は、最後まで政府の承認が
得られませんでした。

テレビ中継を目指して

　第11回大会であるベル
リンオリンピックでは、史
上初めてテレビ中継が行わ
れました。ただこの時のテ
レビの走査線は180本で、
現在のハイビジョンの走査
線（1,125本 ）の約6分の1
しかなく、映像はかなり不
鮮明だったようです。
　東京大会では、ベルリン
大会よりも良質なテレビ放
送を実現しようと、ブラウ
ン管をはじめテレビ関連機
器の開発が急ピッチで進め
られました。東京・大阪・

名古屋にテレビ局が設置さ
れ、移動式カメラやテレビ
中継車なども配備されまし
た。

聖火リレー

　聖火リレーが最初に行わ
れたのも、ベルリンオリン
ピックでした。聖火リレー
を発案したカール・ディー
ム氏は、東京開催が決定す
ると、ベルリンから東京ま
で聖火を運ぶルートを検討
しました。ただ、莫大な費
用がかかることから、規模
を縮小した日本の案が採ら
れることになりました。費
用については、軍部が一部
負担することになりまし
た。これは、聖火リレーを
通じて中国やソ連などの軍
隊の配備状況を知ることが
できるという軍部の思惑が
あったともいわれます。

大会返上

　日中戦争の影響により、
各国から大会の開催反対が
表明されるようになりまし
た。「スポーツと政治は別
物」として、東京オリンピ
ックを支持してきた米国ス
ポーツ界ですが、1939年6
月には反対する動きが一気
に高まってきました。
　国内でも、東京市は最後
まで開催に意欲を示してい
ましたが、競技場だけでは
なく個々のスポーツ用具に
も物資の使用制限がかか
り、深刻な状況に追い込ま
れました。そしてついに7
月、厚生省はオリンピック
東京大会の中止を決定しま
した。
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ン
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　街中や駅のホームなどで見かける点字ブ
ロックですが、日本で考案開発されたこと
をご存知でしょうか。昭和42年3月に、
岡山県立盲学校付近の国道2号線の横断歩
道に、世界で初めて点字ブロックが敷設さ
れました。
　点字ブロックは、正式名称を「視覚障害
者誘導用ブロック」といい、当時の一般財
団法人交通安全試験センターの理事長だっ
た三宅精一氏によって考案・開発されまし
た。その後、様々な形状の点字ブロックが
製造されて普及しましたが、視覚障害者か
ら「統一してほしい」という要望が出され、
平成13年に日本工業規格（JIS規格）が制
定されました。現在、JIS規格で定められ
ている点字ブロックは、誘導ブロックと警
告ブロックの2種類あります。誘導ブロッ
クは線状ブロックとも呼ばれ、進行方向を
示すブロックです。警告ブロックは点状ブ

ロックとも呼ばれ、危険箇所や誘導対象施
設などの位置を示すブロックです。JIS規
格では、ブロックの大きさや突起の形状、
点状突起の配列方法などが規定されていま
す。
　視覚障害者にとって有用な点字ブロック
ですが、課題も多くあります。例えば道に
点字ブロックがあることで、高齢者などが
つまずいたり、車椅子などが通りにくくな
ったりしています。また、雨天などで滑り
やすくなることも指摘されています。景観
の観点から、歩道と同系色の点字ブロック
が敷設されているなど、JIS規格が制定さ
れる以前の点字ブロックが使われていると
ころもまだ多くあります。このことで、視
覚障害者が誤認する事例もあるようです。
　点字ブロックの上に駐車や駐輪をされる
ケースも少なくありません。すると、視覚
障害者が車や自転車にぶつかったり、白杖
を折ったりといったトラブルに見舞われて
しまいます。点字ブロックの上には、障害
物を置かないようにしましょう。

点字ブロック

　簡単でおしゃれにアウトドアを楽しむこ
とができる「グランピング」が海外を中心
にブームになっています。
　グランピングは、グラマラス（魅力的な）
とキャンピングを組み合わせた造語で、
2005年にはインターネット上にこの言葉
が登場しました。
　イギリスでは、ロンドン郊外を中心に多
くのグランピングスポットが展開されてい
ます。田園や農村地帯に多く、宿泊施設は
小型の小屋や馬車風トレーラーなどが使わ
れています。
　アフリカでも、グランピングは広まって
いるようです。アフリカでは、写真撮影が
観光の主流となっていて、多くの常設ロッ
ジが作られてきました。2000年代には、
富裕層向けの豪華なサファリロッジも登場
しています。
　日本でも2015年頃から、グランピング
施設の開業が始まっています。
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